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「北海道開発関係」に係る検討結果について 
 
          

 
 平成２２年度までの５年間に、北海道開発局の定員を１，００３人純減（純減

率１６．０％）することとする。具体的な純減方策は以下のとおりである。 
 
１ 組織体制・業務処理体制の抜本的見直し （３５５人純減） 
  事務所・事業所等の統廃合の推進、開発建設部の内部組織の統合等、組織体制・

業務処理体制の抜本的見直しにより、３５５人の純減を行う。 
 
２ 民間委託の拡大 （４００人純減） 
  現場技術業務、道路巡回業務等の民間委託を大幅に拡大し、４００人の純減を行

う。 
 
３ 札幌開発建設部及び石狩川開発建設部の統合 （５０人純減） 
  札幌開発建設部と石狩川開発建設部を統合し、内部管理部門を合理化することに

より、５０人の純減を行う。 
 
４ 道州制特区による北海道への事業の委譲 （６０人純減） 
  「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案」が施行されること及

び事業の委譲を北海道が受け入れることを前提に、所定の事業を北海道に委譲する

ことにより、６０人の純減を行う。 
 
５ 技術開発関連業務等の独立行政法人土木研究所への移管 （１３８人純減） 
  防災・技術センターの業務のうち、技術開発・改良、調査試験等の業務を独立行

政法人土木研究所（以下「土木研究所」という。）に移管する。 
  また、防災・技術センターの技術開発・改良、調査試験等の業務の土木研究所へ

の移管に併せて、これらの業務に関連して開発建設部において実施している技術開

発関連業務等についても土木研究所に移管する。 
 （独立行政法人への移行人員は、合計１３８人） 

 
なお、防災・技術センターが実施している防災関係業務及び積算基準関係業務に

ついては、国自ら実施する必要があることから、開発局本局に移管する。 
  （この見直しにより、防災・技術センターは廃止する。） 
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北海道開発関係の定員の純減については、
① 事務所・事業所等の統廃合の推進、開発建設部の内部組織の統合等、組織体制・業務処理体制を抜本的に
見直す。
② 現場技術業務、道路巡回業務等民間委託の大幅な拡大を行う。
③ 札幌開発建設部と石狩川開発建設部を統合し、内部管理部門を合理化する。
④ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案」が施行されること及び事業の委譲を北海道が受
け入れることを前提に、所定の事業を北海道に委譲する。

⑤ 防災・技術センターの技術開発・改良、調査試験等の業務を独立行政法人土木研究所に移管し、あわせて、
開発建設部において実施している技術開発関連業務等についても移管する。

北海道開発関係に係る検討結果について

純減方策の考え方

純減方策・純減数

１３８人技術関連等業務の（独）土木研究所への移管

６０人道州制特区による事業の委譲

１，００３人合 計

５０人開発建設部の統合（札幌と石狩川）

純減数純減方策

４００人民間委託の拡大

３５５人組織体制・業務処理体制の見直し

開発局の定員（１７年度末）
６，２８３人

開発局の定員（２２年度末）
５，２８０人

１，００３人純減
（△１６．０％）
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組織体制・業務処理体制の見直し

○厚生課（１０１人）を廃止し、福利厚生業務を総務課に統合
○各事業課の庶務業務（４２人）を再配分の上、事務処理を
簡素化

○経理課の歳入係（２３人）と支出係（５２人）の統合

純 減 効 果純 減 方 策

○ＩＴ化の推進による人事・給与等業務、物品管理業務等の
内部管理業務の効率化

○１７年度末１２８箇所の事務所、事業所等の1/4以上の箇所
を削減し、対象事務所等の庶務等業務を事務所に一元化

○契約事務等を開発局会計課へ集約化
○調査・積算補助業務の民間委託の拡大
＊開発局防災・技術センター（７８人）

○開発計画調査の実施体制の合理化（係→スタッフ制）
○調査業務の民間委託の拡大
＊開発計画・開発調査・開発調整課(うち計画調査要員) 計34人

○開発建設部の本部所在地等事務所等（３５事務所等）の
経理・契約事務を開発建設部経理課及び契約課に集約化
○同一市町村の河川事務所、道路事務所等（３７事務所等）
に おける経理契約事務を代表事務所等に集約化

○事務所の人事厚生係（１５人）を廃止し、福利厚生業務を庶
務係に移管等

○開発建設部総務課の庶務業務の省力化 等

○厚生課の廃止に伴い福利厚生業務の関係
職員を３１人純減（３割純減）

○事業課の庶務業務の職員を４２人純減
(１０割純減）

○経理課担当係の職員を１１人純減

（１５％純減）

開発建設部の庶務・
福利厚生業務等の集
中処理

３４箇所以上削減し、庶務等業務を
事務所に一元化することにより５４人
純減（７割純減）

事業所等の統廃合

○経理課等に集約することにより、関係職
員を２９人純減 （４割純減）
○代表事務所に集約することにより、
関係職員を２２人純減（７割純減）

事務所等の経理・契
約事務の集中処理

開発局防災・技術センターの関係職
員を２０人純減（２６％純減）

開発局防災・技術セ
ンターの見直し

開発計画課、開発調査課、開発調整
課(うち計画調査要員）の関係職員を
６人純減(１８％純減)

開発局人事課、会計課等、開発建設部
総務課、経理課等の関係職員を８４人
純減（３割純減）

開発局開発計画調査
等業務の合理化

ＩＴ化の推進による内
部管理業務の効率化

○事務所人事厚生係の廃止により、福利厚生業
務の職員を１５人純減（１０割純減）
○総務課の庶務業務の省力化により、
関係職員を１１人純減（３割純減）

その他業務処理体制
の見直し

純 減 方 策 の 内 容

３５５人純減

△８４人

△５１人

△２０人

△ ６人

△５４人

△８４人

△５６人
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純 減 方 策 の 内 容

民 間 委 託 の 拡 大

純 減 方 策 純 減 効 果

現場技術
補助業務の拡大

道路巡回
業務等の拡大

用地・道路管理
補助業務の拡大

その他民間委託
の拡大

職員数 １，２０８人
委託者数 ３２１人

職員数 ２１８人

委託者数 ２６０人

職員数 ５１７人

委託者数 １６０人

職員数 １９２人

委託者数 ７８６人

職員数 ９８２人
△２２６

職員数 １６４人
△５４人

職員数 ４４０人
△７７人

職員数 １４９人
△４３人

※引き続き委託を拡大

○工事予算配分、着手時期決定、関係機関調整、地元説明、
工事監督・検査等については職員により実施

○設計図書作成、積算数量取りまとめ、発注図書整理、
現場施工監督補助については委託を拡大

○通行規制・ダム操作判断、対外対応、関係機関協議、苦情
相談対応等については職員により実施

○河川巡視、道路巡回、施設管理補助、対外対応補助、情報
収集・提供などについては委託を拡大

○用地取得・事業損失補償等に関する地権者等との交渉、
道路管理の不法占用退去（撤去）警告、監督処分等につ
いては職員により実施

○用地業務の補償説明、補償金額算定、補償基準との適合
性審査等については委託を拡大

○車両管理等業務については委託を拡大

○道路管理業務の特殊車両通行許可・占用許可等申請受
付等については新規委託化

４００人純減

現況の実施体制
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札幌開発建設部と石狩川開発建設部の統合については、合計すると１４６５億

円の事業費を抱え、１３００人を超える人員を擁する大組織となるため、平時の事

業施行や石狩川の氾濫を初めとする危機管理対応が円滑に実施される体制の

確保が必要である。

統合にあたっては、地元理解を得つつ、この点を解決する必要があるので、計

画期間内（２２年度まで）の統合を目指し、検討を進めてまいりたい。

※事業費、人員の数値は平成１７年度のもの

札幌開発建設部・石狩川開発建設部の統合

開発建設部の統合について ５０人純減

5



６ 道州制特別区域計画の作成等

特定広域団体は、基本方針に基づき、目標、当

該団体の広域的施策の内容等を定めた道州制特

別区域計画を関係市町村の意見を聴いた上で、議

会の議決を経て、作成し、公告する。

計画に下記の事項が定められた場合、各々の法

令の特例措置等を適用する。

⑤ 直轄通常砂防事業の一部

⑦ 開発道路に係る直轄事業

⑧ 二級河川に係る直轄事業

１０ 施行期日

公布の日から６月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。

（⑤、⑦、⑧は平成２２年度以降の年度の予算にか

かる交付金の交付について適用）

３ 北海道道州制特区の実施による事務・事業の北海道への移譲

北海道への事務・事業の委譲については、５月１

９日に国会に提出された「道州制特別区域における

広域行政の推進に関する法律案」が施行されること

及び事業の委譲を北海道が受け入れることを前提

に、所定の事業（必要職員数約６０人）を北海道に

委譲する。

北海道への事務・事業の委譲
（参考） 道州制特別区域における広域行政の

推進に関する法律案（概要）【抜粋】

北海道道州制特区の実施による事務・事業の北海道への委譲 ６０人純減
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○技術開発関連業務
・寒冷地施工技術の開発・改良
・施工合理化調査
・防災関係機器の開発・改良に関する
試験・検討
・技術情報の収集・発信の支援
・新技術活用・普及の支援

○調査・試験関連業務
・土木材料、構造物の調査・試験
・環境対策技術の調査・試験 ４２人

防災・技術センター ７８名

○防災対策業務
・防災関係機器の運用
・防災資機材の備蓄・運用 等
○積算支援業務
・労務費単価の策定 等 １１人

○調査・積算業務、車両管理等業務の民間委託
○契約事務等の合理化 等 ２５人

（独法）土木研究所への移管
「土木技術に関する調査、試験、
研究及び開発を行うこと」

（独立行政法人土木研究所法）

開発建設部

○技術開発・調査関連業務
・寒冷地における管理技術の開発
・冬期路面管理技術の開発に関する現地
試験
・効率的な除雪技術開発に関する現地試験
・寒冷地のコンクリート劣化に関する調査

・積雪寒冷地の通年施工技術に関する
現地試験

・泥炭性地盤上の施工技術に関する
現地試験、調査

・寒冷地におけるリサイクル材活用に
関する現地試験

・構造物の耐久性等の確保に関する
現地巡回調査

・品質評価技術に関する調査・検討 等

４２人 ９６人

スリム化

開発局
本局へ

防災・技術センター
を廃止

技術開発関連業務等の独立行政法人土木研究所への移管 １３８人純減
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